
 

平成３０年１０月５日 

 

「京都丹波福祉職場応援ムービー」制作業務に係る質疑及び回答について 

 

 質 疑 回 答 

１ 本案件に係る企画提案の参考と

するため、過年度の南丹保健所で

実施した福祉人材確保・定着に係

る資料を提供してもらえるか。 

 

平成 29年度開催の「FUKUSHI就職フェア京都丹

波」のパンフレットについては南丹保健所ホームペー

ジ内に公開しています。（http://www.pref.kyoto.jp/ 

nantan/ho-kikaku/291211fukushi-yuasa.html） 

また、29 年度に南丹保健所では「京都丹波福祉職

場ガイド」を作成しており、南丹保健所ホームページ

（http://www.pref.kyoto.jp/nantan/ho-kikaku/2910 

30fukushi-yuasa.html）で公開しており、当ガイド

に記載の情報（職員からのメッセージ等）についても、

参照いただけます。 

２ 業務仕様書の「第 2  2動画の企

画」において、ターゲットが記載

されているが、それぞれ対象とし

ている年齢層は。 

第二新卒：22～25歳程度の年齢層 

主婦：若い世代から高齢者層まで幅広く想定 

転職希望者：若い世代から高齢者層まで幅広く想定 

３ “関係事業所”の職場内容とは？ 

①南丹地域の高齢・障害関係事業

所とは別添の内容で間違いない

か。 

②また、就職については、①別添

に記載の法人・団体に就職する方

を募集するという認識でよろしい

か。それとも、南丹保健所に就職

して、各事業所に派遣されるとい

うことか。 

③希望する主婦の年齢層につい

て。 

④募集人員（団体によって人数制

限があるか） 

①今回、業務仕様書等において記載のある「高齢・障

害関係事業所」とは、特定の事業所ではなく、南丹管

内（亀岡市・南丹市・京丹波町）に所在する、高齢分

野及び障害分野の業務を行っている事業所全てを指

します。（介護保険サービス事業所、障害福祉サービ

ス事業所等々）お尋ねの資料の事業所は、業務仕様書

上の「関係事業所」ではありません。 

②①の回答にもあるとおり、今回の動画は地域全体の

高齢・障害関係事業所の仕事の魅力と合わせて、南丹

地域の魅力を織り交ぜて地域色をＰＲするようなも

のを想定していますので、別添の法人・団体に限定し

て就職する方を募集するものではありません。また、

南丹保健所が高齢・障害関係事業所を部署として有し

ていることはなく、南丹保健所に就職してから、各事

業所へ派遣されることはありません。 

③質問２の回答のとおり、主婦の方については若い世

代から高齢者層まで幅広く想定しています。 
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④特定の事業所の人員を募集するものではありませ

ん。 

４ 募集要項の「7 応募書類 (1)提出

書類」について、企画提案書・価

格提案書の写しは「印鑑無し・社

名なし」でよいか。それとも正本

のコピーか。 

企画提案書については、特に社名の記載、押印は求

めていません。「写し」は正本のコピーです。 

価格提案書については、正本に社名等の必要情報を

記載の上、押印してください。こちらも、「写し」に

ついては正本のコピーとなります。 

５ 仕様書の「第 2 業務の内容」に

おいて、動画を 3本制作となって

いるが、これはターゲットは異な

るが、取り上げる内容は同じとい

う認識でよいか。それともターゲ

ットも内容もそれぞれ違うのでし

ょうか。 

動画の内容については、応募事業者様の提案による

ところとなりますので、こちらから指定はしておりま

せんが、（業務仕様書上のターゲットやコンセプトにつ

いては、あくまで当所が想定している案です。記載のと

おり、各社の企画提案を妨げるものではありません。）

ターゲットによって置かれている環境は当然異なり

ますので、それぞれに応じた内容、コンセプトとして

いただいた方が望ましいと考えます。 

６ 仕様書の「5 成果物の納品」に

ついて、1枚に 3パターンの動画を

合載するとあるが、メニュー画面

は必須か。 

メニュー画面については、必須とはしておりませ

ん。 

７ 仕様書内「1 業務実施における

動画検討会議への付議」において、

「必要に応じて、甲及び南丹管内

の高齢・障害関係事業所で組織す

る京都丹波福祉職場応援ムービー

ワーキングチーム（以下「ワーキ

ングチーム」という。）に状況報告、

制作方針の確認（動画検討会議）

を行うこと。」とあるが、 

①この動画検討会議における議事

録の作成はあるか。また、ある場

合は形式、文量に規定はあるか。 

②全体を通じて、完成報告書の作

成はあるのか。ある場合は、どの

程度を求められるのか。 

①業務仕様書「5 成果物の納品 (7)業務実施報告書」

に記載のとおり、業務実施報告書に「動画検討会議の

開催結果概要」を記載の上、提出いただく必要があり

ますが、議事録の形式、文量に規定はありません。 

②①に記載のとおり、納品物として業務実施報告書の

提出をお願いします。必須記載事項を業務仕様書に記

載していますのでご確認ください。また、京都府では、

これとは別に業務を遂行したことの証明として、「業

務完了報告書」の提出をお願いしています。こちらは、

一般的な記載事項（委託業務名、委託料、委託期間、

完了年月日、その他記載事項等）を記載の上、押印し

て提出いただきます。 

 

 



 

〈質問３における「別添」〉

 

 


